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 介護人材確保ポイント事業の参加者を募集します。 
 この事業は，今年度から開始するもので，社会福祉協議会が実施している「湧水わくわく
サービス」の協力会員（サービスを提供する方）を対象に事業を実施し，「湧水わくわくサ
ービス」での事業実績を基に算出したポイントを付与するものです。 
 対象活動は，３０分で１ポイントが付与され，１日２ポイントが上限です。 
 なお，１ポイント１６７円として計算し，蓄積ポイントは，段階に応じて５００円の商品
券と交換します。１人年間５，０００円が上限となります。 
【対 象 者】 湧水わくわくサービス 協力会員 
【対象活動】 ゴミ出し，買い物支援，掃除，他 
【申 込 先】 湧水町社会福祉協議会までお申込みください。 

【問合せ先】 湧水町社会福祉協議会 ☎75-2200 
       栗野庁舎 長寿福祉課 介護保険係 ☎74-3111（内線 2111） 
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旬 報 
人と自然が織りなす芸術のまち  心豊かで伸びゆく美しいまち 
 
 

 今月は 固定資産税   １期分 

     国民健康保険税 １期分 の納入月ですので， 

     納入をよろしくお願いします。  

     納期限 ６月 ２日（月） 
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 高齢者地域支え合いグループポイント事業（旧高齢者元気度アップ地域包括ケア推進事
業）のグループを募集します。 
 この事業は，近所の助け合いやボランティア活動等の地域の相互活動を促進することで，
高齢化社会に対応する地域づくり等を推進することを目的としています。 
 事業内容は，６５歳以上の方を含むグループが，対象となる活動１回（６０分以上の活動）
行った場合に１ポイントが付与されます。ポイントは，１ポイントを１，０００円分の商品
券と交換することができます。１グループあたり年間６万円が上限となります。 
 実績報告は，半年ごとに年２回報告してもらいます。令和６年度は１６グループが活動さ
れています。 
 

【対象グループ】 次の全てに該当するグループ 
  ① 湧水町に住所を有する者で構成されたグループであり，活動に対して他の制度の補 
    助を受けていないこと。 
  ② ３名以上の構成員を有してその半数以上を高齢者（６５歳以上）で占めること。 
  ③ 代表者を定めて継続的に活動をしていること。 
【対象互助活動】 ① 高齢者を支援する活動（例 サロン活動等） 
         ② 地域活性化の活動 
         ※グループが主体となって企画・運営，準備する活動に限ります。 
【申込方法】 長寿福祉課（栗野庁舎・吉松庁舎）に備えて付けてある登録申請書等に，必 
       要事項をご記入の上，ご提出ください。 
【問合せ先】 栗野庁舎 長寿福祉課 介護保険係 ☎74-3111（内線 2111） 

 竹中池公園プール開園における，会計年度任用職員を次のとおり募集します。 

【職  種】 竹中池公園プール監視員 

【募集定員】 高校生，大学生及び一般：９名程度 

       （高校生は，学校長の許可が必要になります。） 

【雇用期間】 ７月１９日（土）～８月３１日（日） 

【勤務内容】 勤 務 日：月曜日～日曜日（交代制勤務となります。） 

       勤務時間：平  日 １１：４５～１６：１５（４.５時間） 

            土日お盆  ９：４５～１６：１５（６.５時間） 

       勤務内容：受付事務，遊泳者の監視及び指導，プール内外の清掃など 

       勤 務 地：竹中池公園プール 

【賃  金】 時  給：１，１２７円～ 

【賃金支払日】 原則翌月７日支払（前月末締切り ７日が休日の場合はその前後で支払い） 

【保険制度】 なし 

【募集資格】 町内在住の高校生，大学生，一般の方で，健康で体力に自信のある方 

【申込期限】 ６月２０日（金） 

【申込方法】 栗野庁舎 商工観光 PR課に準備してある会計年度任用職員採用登録申請書 

       及び履歴書に必要事項を記入のうえ，お申込みください。 

【申込・問合せ先】 栗野庁舎 商工観光 PR課 ☎74-3111（内線 2283） 

高齢者地域支え合いグループポイント事業のグループ募集
（長寿福祉課） 

竹中池公園プール開園における会計年度任用職員の募集 
（商工観光 PR課） 
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 令和７年度危険物取扱者に対する危険物取扱作業の保安に関する講習が，次のとおり実施

されます。 

 

【受講対象者】  

 危険物取扱者免状を所持し，現に危険物取扱作業に従事しており，次に該当する方は， 

 保安講習の受講が義務づけられています。 

  ① 継続して危険物取扱作業に従事している方（前回の講習を受けた日以後における最 

    初の４月１日から３年以内） 

  ② 新たに又は再び従事する方は，従事することとなった日から１年以内。ただし，次 

    の③に該当する方は，③による。 

  ③ 新たに又は再び従事する方で，過去２年以内に免状の交付又は講習を受けている方 

    は免状の交付又は受講した日以後における最初の４月１日から３年以内 

【講 習 種 別】 

 ① 給油取扱所において，危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者 

 ② 石油コンビナート関係者以外の危険物施設において，危険物の取扱作業に従事する危 

   険物取扱者 

【講 習 日 時】 ７月２５日（金） 受付 ９：００～ ９：３０ 

                  講習 ９：３０～１２：３０ 

【講習実施場所】 伊佐市 伊佐市文化会館 小ホール  

【受講手数料】 

  危険物保安講習受講申請書の受講手数料貼付欄に，5,300円分の鹿児島県収入証紙を 

 貼り付けてください。※収入印紙ではありません 

【受 付 期 間】 鹿児島県危険物安全協会へ，持参又は封書にて郵送してください。 

         ６月２日（月）～６月１３日（金） 

         ※郵送の場合，最終日の消印があるものまで有効 

         ※伊佐湧水危険物安全協会では，受付できません。 

【受講申請書提出先】 〒890-0064 鹿児島市鴨池新町 5番 19号 鹿児島県石油会館３階  

         一般社団法人鹿児島県危険物安全協会 ※土・日を除く 

 

《オンライン講習》 

【講 習 期 間】 第１回受講期間  ８月 ４日（月）～ ９月 ３日（水） 

         第２回受講期間 １１月２７日（木）～１２月２６日（金） 

【Ｅメールによる事前確認が必要】  

  オンライン保安講習受講申請書を提出前に，受講者名及び連絡先等を鹿児島県危険物安 

 全協会宛にＥメールにて送信（kaken-koshu@herb.ocn.ne.jp）いただき，鹿児島県危険物 

 安全協会からの申請が可能か否かの返信メールを確認してください。 

【受講事前確認期間】 第１回  ６月２０日（金）～ ６月３０日（月）※メールにて送信 

         第２回 １０月１７日（金）～１０月２７日（月）※メールにて送信 

【受講手数料】 

  オンライン受講申請書の受講手数料貼付欄に，5,300円分の鹿児島県収入証紙を貼り付 

 けてください。※収入印紙ではありません 

【提 出 先】 〒890-0064 鹿児島市鴨池新町 5番 19号 鹿児島県石油会館３階 

         一般社団法人鹿児島県危険物安全協会 ※土・日を除く 

 

危険物取扱者保安講習会              （総務課） 
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【受 付 期 間】 第１回  ７月 ２日（水）～ ７月１１日（金） 

         第２回 １０月２９日（水）～１１月 ７日（金） 

         ※郵送の場合，１１月７日消印のものまでが有効 

【講習案内・受講申請書の設置場所】  

 ・一般社団法人鹿児島県危険物安全協会 

 ・伊佐湧水消防組合消防本部 予防課危険物係 （南消防署・菱刈分遣所・吉松分遣所） 

【注 意 事 項】 

  危険物取扱者免状は，交付日又は写真書換日から１０年以内ごとに写真の書換が必要 

 です。書換期限が過ぎていると，原則受講日までに書換を済ませなければなりません。早 

 めの書換手続きをお願いします。 

【問 合 せ 先】 伊佐湧水危険物安全協会 ☎0995-22-0122 

 

 公営住宅等の入居者を次のとおり募集します。希望される方はお申込みください。 

○定期募集住宅（応募者が複数の場合は，湧水町住宅管理条例に基づき決定します。） 

 

■栗野地域 ２戸 ■吉松地域 １戸     RC：鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 W:木造 

住 宅 名 所 在 地 
建築 

年度 
構造 

部屋 

番号 
家賃 種別 

世帯・ 

単身 

丸池タウン 

栗棟 
木場 89番地 1 S63 RC 201号 

17,900円～

39,400円 
公営 世帯 

神田団地 

A棟 
川西 582番地 11 H12 RC 201号 40,000円 特公 世帯 

新替団地 

２号棟 
北方 480番地 1 H7 RC 301号 39,000円 特公 世帯 

 

【敷  金】 家賃の３ヶ月分 

【入居条件】 次の条件を満たしており，住宅管理規則を遵守できること。 

       ① 現に住宅に困窮していること。 

       ② 町税・県税等を完納していること。 

       ③ 入居者の年間所得合計が，入居基準内にあること。 

       ④ 自治会に加入すること。 

【申込締切】 ６月６日（金）  

【申込・問合せ先】 栗野庁舎 総務課 住宅係 ☎74-3111（内線 2217・2222） 

 特設人権相談所が次のとおり開設されます。 

 相談は無料で，秘密は固く守られますのでお気軽にお越しください。 

【日 時】 ６月２日（月） １０：００～１５：００ 

【場 所】 湧水町栗野中央公民館 

【相 談 員】 湧水町人権擁護委員 

【内 容】 家庭内のもめごと，隣近所とのトラブル，いじめや差別など 

【問合せ先】 栗野庁舎 住民税務課 ☎74-3111（内線 2152） 

公営住宅等の入居者募集            （総務課） 

特設人権相談所の開設           （住民税務課） 
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 次のとおり会計年度任用職員（事務補助員）を募集します。 

【任用期間】 契約日（６月１日予定）～１１月３０日 

【募集人員】 １名 

【勤務内容】 勤 務 日 月曜日～金曜日（祝日を除く） 

       勤務時間 ９：００～１７：００ 

       業務内容 定額減税不足給付金等給付業務に係る事務補助等 

           （簡単なパソコン入力作業あり） 

       勤 務 地 栗野庁舎内 

【報  酬】 日額 ７，８９２円 

【申込方法】 栗野庁舎 住民税務課又は吉松庁舎 地域総務課に備え付けの会計年度任 

       用職員採用登録申請書（指定様式）及び履歴書等に必要事項を記入のうえ, 

       お申込みください。 

【申込期限】 ５月２６日（月） １７：１５ 

【申 込 先】 栗野庁舎 住民税務課 

【面  接】 後日，日程等について担当より本人に連絡します。 

【問合せ先】 栗野庁舎 住民税務課 ☎74-3111（内線 2141） 

パソコン教室（初級・ステップアップ講座）を開設しますので，受講を希望される方は栗

野中央公民館へお申し込みください。 

【講 座 内 容】 ワード・エクセルの基礎，文章入力，簡単な計算入力など初心者向けの講 

        座です。  

【開設コース】 初級コース５回受講・ステップアップコース２回受講 

開催場所 コース名 開 催 日 開催時間 

栗野中央公民館 

初級コース（昼） 

６月２８日（土）７月 ５日（土） 

７月１２日（土）７月１９日（土） 

７月２６日（土） 

１４：３０ 

～ 

１７：３０ 

初級コース（夜） 

６月２８日（土）７月 ５日（土） 

７月１２日（土）７月１９日（土） 

７月２６日（土） 

１８：００ 

～ 

２１：００ 

ステップアップ 

コース（昼） 

９月 ６日（土） 

９月１３日（土） 

１４：３０ 

～ 

１７：３０ 

【募 集 定 員】 町内に居住する成人で，定員は各コース１０名。ただし，申込多数の 

        場合は，先着順とします。（パソコンの持込も可能です。） 

【受 講 料】 無料（ただし，教材費５００円は受講者負担となります。） 

【申 込 期 限】 ６月６日（金） 

【申 込 方 法】 栗野中央公民館へ直接，またはお電話でお申込みください。 

【問 合 せ 先】 栗野中央公民館 ☎74-4313 

 

 

 

 

会計年度任用職員の募集          （住民税務課） 

パソコン教室（初級・ステップアップ講座）受講者募集（生涯学習課） 

次回 旬報発行日 ６月３日（火） 
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 舗装工事に伴い，次のとおり通行規制を行います。期間中は全面通行止めとなりますので，

迂回路看板等に従い通行してください。大変ご迷惑をおかけしますが，皆様のご理解とご協

力をお願いします。 

【路 線 名】 町道四ツ枝永山線 

【規制場所】 二反田踏切より下川西方向へ１８０ｍ付近 

【規制内容】 全面通行止め（終日） 

【規制期間】 ５月１５日（木）～６月３０日（月）までのうち１０日間 

【問合せ先】 吉松庁舎 建設課 ☎75-2111（内線 3107）  

       ヨシムラ㈱ ☎75-2317 

 鹿児島県男女共同参画センターでは，令和７年度「男女共同参画基礎講座」の受講者を募
集しています。全４回の講座から，男女共同参画の基礎知識や，身近なところで男女共同参

画の理解を広めるための手法を学ぶことができます。 

 受講を希望される方は，次の事項をご確認のうえ，お申込みください。 

【男女共同参画基礎講座 全４回】 
（１回目）６月 ７日（土） １３：１５～１６：４５ 

     ・データで読み取る鹿児島県男女共同参画の現状と課題 

     ・「知る」～男女共同参画社会の基本的な考え方 №１ 

（２回目）６月２１日（土） １３：１５～１６：４５ 

     ・「知る」～男女共同参画社会の基本的な考え方 №２ 

（３回目）６月２８日（土） １３：１５～１６：４５ 

     ・「気づく」～ジェンダーを「自分事」に寄せて実感的に理解するために 

～気づきの窓をひらくワークショップ～ 

（４回目）７月 ５日（土） １３：１５～１６：４５ 

     ・「知る」～男女共同参画社会の基本的な考え方 №３～ 

・「動く」～地域で身近に男女共同参画・ジェンダー平等を進めるために 

【会  場】 カクイックス交流センター 

【受講方法】 会場での受講または湧水町役場でのオンライン聴講（ZOOM使用）を選ぶ 

       ことができます。 

【参 加 費】 無料 ※会場では託児があります。 

【受講資格】 原則として毎回，受講できる方 

【定  員】 かごしま県民交流センター 先着順８０名（オンライン聴講除く） 

 湧水町役場 リモート会議室 先着順５名 

【申込締切】 ５月３０日（金）  

       ※託児希望の方は５月２７日（火）まで 

【申込・問合せ先】 鹿児島県男女共同参画センター ☎099-221-6603 

 
 
マイナンバーカードを利用したコンビニ各種証明書交付サービスの休止 
 

休止日 休止時間 休止サービス 理由 

令和７年５月２１日（水） 終日 
すべての 

交付サービス 
氏名の振り仮名法制化対応
に伴う作業のため 

町道四ツ枝永山線の通行規制         （建設課） 

令和７年度「男女共同参画基礎講座」の受講者募集
（企画財政課） 
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１ 戸籍に記載される予定の振り仮名の通知（令和 7年 5月 26日以降順次） 
本籍地の市区町村から，住民票の情報を参考にして作成された「戸籍に記載される 

 振り仮名の通知書」が郵送されます。届きましたら必ず確認をお願いします。 

 通知書は戸籍単位で郵送し，同じ戸籍内で同じ住所の方は 1通につき 4名まで記載され， 

 異なる住所の方は住所地ごとに郵送されます。また，届く時期は，本籍地の市区町村に 

 よって異なりますので，ご注意ください。 

なお，湧水町に本籍のある方については，7月下旬頃の発送を予定しています。 

 

２ 氏名の振り仮名の届出（令和 7年 5月 26日～令和 8年 5月 25日） 

 ●通知書に記載された氏名の振り仮名が正しい場合 

    原則，届出不要です。ただし，振り仮名の公証が必要で，戸籍への早急な記載を求 

    める場合は，届出が必要になります。（届け出なかった場合は，令和 8年 5月 26 

    日以降，順次，通知した振り仮名が戸籍に記載されます。） 

 ●通知書に記載された氏や名の振り仮名が，現に使用している読み方と異なる場合 

    その氏・名の振り仮名の届出が必要です。改正法の施行日から 1年以内（令和 7 年

5 月 26 日から令和 8 年 5 月 25 日まで）に役場窓口やマイナポータルなどから届出を

お願いします。 

 改正法の施行日（令和 7年 5月 26日）以降に出生届や帰化届などにより初めて戸籍

に記載される方や，婚姻届けや転籍届などにより新たに戸籍を作られる方（既に振り仮名が記載さ

れている方は除く）は，その届出時に併せて氏名の振り仮名を届け出ることが可能です。 

 

３ 市区町村長による氏名の振り仮名の記載（令和 8年 5月 26日以降） 
改正法の施行日から 1年以内（令和 7年 5月 26日から令和 8年 5月 25日まで）に届出が無かった場

合，通知した氏・名が戸籍に記載されます。この場合，以後 1 回に限り振り仮名の変更の届出ができ

ます。なお，既に届出をされた方で，氏・名の振り仮名の変更をしたい場合は，家庭裁判所の許可が

必要となります。 

 

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

戸籍に氏名の振り仮名が記載されます 

令和 5年 6月 2日，戸籍法（昭和 22年法律第 224号）の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個

人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」（令和 5年法律第 48号。以下「改

正法」といいます。）が成立し，同月 9 日に公布されました。これまで，氏名の振り仮名は戸籍に記載さ

れていませんでしたが，この改正法の施行により，戸籍に氏名の振り仮名を記載する制度が始まります。

※改正法は，令和 7年 5月 26日に施行されます。 

【戸籍に振り仮名が記載されるまでの流れ】 

【詐欺にご注意ください】 
戸籍の届出にあたって，法務省や市区町村役場に金銭な

どを支払うよう要求することはありません。 

※振り仮名の届出に手数料はかかりません。 
※届出をしなくても罰則はありません。 

 

 

 

 

制度の詳細については 

こちら ↓ 

  

詳しくはこちら→ 

 

 

【問合せ先】 栗野庁舎 住民税務課 TEL：74-3111（内線 2152） 
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